
適用
市及び市の部局
実質的に市及び教育委員会が主体である場合又は誘致した場合
教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブ

社会教育関係団体
市が認めた社会福祉を目的とする団体
市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体
施設の設置目的を達成するために使用する指定管理者

上記以外で市長が減免することを適当と認めた団体

学　校 市立
市内の公立

減免率
免除
免除
免除
免除
50％
50％
50％
50％
免除

免除

個別に
指定

減免の理由

市内に住所を有する身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳又は療育手帳の所持者（介助者を含む。）
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